
－  － １

事業者システム データ移行処理マニュアル 
 

 

 現行の事業者システム 2006（以下「旧システム」といいます。）に登録されている、対

象者情報と事業者情報を 10 月対応版の事業者システム(以下「新システム」といいます。) 

にデータ移行します。 

今回初めて事業者システムを利用される方については、このデータ移行処理をする必要

はありません。 

 移行する項目は氏名、住所、口座情報等の基本情報のみであり、移行後にサービス内容

等を改めて新システムに入力する必要があります。 

 なお、データ移行時には受給者番号と事業者番号はそれぞれ 9900000001 から自動配番

されるため、実際の受給者番号と事業者番号に修正入力する必要があります。 

 このマニュアルでは、データ移行ソフトによるデータ移行処理方法、および移行後の事

業者システムによる受給者番号・事業者番号の修正方法等について説明します。 

 

１．データ移行ソフト 
■前提条件 

ア．「データ移行ソフト」と「事業者システム」を導入し、Ｃドライブ直下のフォル

ダに以下のファイルが存在するか確認してください。 

フォルダ名 ファイル名 

事業者システム 2006 D_FSD2006.mde 

事業者システム 200610 P_FSD200610.mde 

W_D_FSD200610.mde 

W_DM_FSD200610.mde 

P_FSD_SETUP_200610.mde 

 

  イ．新システム（P_FSD200610.mde）に、すでに事業者の情報または対象者の情報を

入力している場合、データ移行はできません。 
 

■処理の流れ 

データの移行処理では、データ参照先の指定、移行データの内容確認、そしてデータの

移行という３つのステップがあります。 

 

 旧システムのデータが入っている「D_FSD2006.mde」

ファイルを移行元（参照先）として、また、新システ

ムのデータ保存場所である「W_D_FSD200610.mde」フ

ァイルを移行先として登録します。 

 

旧システムに保存されているデータ確認のための

一覧が表示されます。また、データ移行後にも確認で

きるようエクセルなどで別に保存します。 

 

旧システムにあるデータを新システムに移行（コピ

ー）します。 

 

 

また、対象データ移行処理をやり直しする場合には、「対象データ削除（新データ）※

やり直し処理」を使用して一旦移行したデータを削除する必要があります。

データ参照先の指定 

対象データ移行前確認処理 

対象データ移行処理 

平成 18 年 10 月 
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■データ参照先の指定 

(1) Ｃドライブにある「事業者システム 200610」フォルダを開きます。 

    

(2) 事業者システム 200610」フォルダ内の P_FSD_SETUP_200610.mde をダブルクリッ

クします。 

  

 

 

(3)  次の画面が表示されます。データ参照先指定ボタンを押下します。 

 

 

 

(4)  以下のメッセージが表示されます。「はい」を押下します。 
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(5) データの参照先を指定します。 

まず、旧システムのデータがある「事業者システム 2006」フォルダの中の

「D_FSD2006.mde」を選択し OK を押下します。 

         

 

 

 

(6) 「事業者システム 200610」のフォルダ画面に遷移するので、新システムのデー

タ（W_D_FSD200610.mde）を選択し、OK を押下します。 
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(7)  新旧データのリンクが完了したら以下のメッセージが表示されるので「ＯＫ」

をクリックします。 

     

     

(8) 以上でデータ参照先の設定は完了です。 

 

 

 

■ 対象データ移行前確認処理 

(9) 「対象データ移行前確認処理」を押下します。 

     

 

(10)  以下のメッセージが表示されるので、「はい」を押下します。 
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(11) 旧システムに登録されている事業者情報と対象者情報が続けて表示されます。 

     

     

 

以下のように旧システムに登録されていた情報が表示されます。 

     

 

あとで、新システムでデータを修正する際の確認用として、ここで表示される情報を

エクセル等に保存します。 →保存方法は次ページ  

 

 

 

事業者データ 

対象者データ 
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※エクセルへの保存方法 

① Q_事業者データ：選択クエリを選択します。（マウスで左クリックします。） 

その状態で、編集の「すべてのレコードを選択」を選びます。 

   

 

② 以下のようにデータ文字が反転するので、その状態で編集＞コピーを選択します。 

   

 

③ 新規のエクセルファイルを開き、編集＞貼り付けで、先ほどコピーしたデータを

エクセルファイルに貼り付けます。 

   

対象者情報についても同様の作業でエクセルに保存してください。 

編集を押して、 

「すべてのレコードを選択」を選択。

編集を押して「コピー」を選択。
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■対象データ移行処理 

  (12) 対象データ移行処理ボタンを押下します。 

    

   

 

   (13) 以下の内容のメッセージが表示されます。「はい」を押下します。 

 

 

 

   (14)移行処理が完了すると、以下の更新確認メッセージが表示される。 
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(15) 移行結果が以下のように出力されます。 

・対象者情報の移行結果 

    
 

・事業者情報の移行結果 

 
 

この移行結果のデータは移行前確認のデータと同様、エクセルファイル等で別に保存し

てください。 

このデータリストには、自動配番された事業者番号、受給者番号が含まれるため、デー

タ修正時の検索に必要となります。 

 

 

（注意） 新システムにすでにデータが入力されている場合には、「事業者データが存在

するためデータの移行はできません」というエラーメッセージが表示されます。 
データを再度移行する場合は、次ページの「対象データ削除(新データ)※やり直し処理」

を実行してください。 
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■対象データ削除（新データ）※やり直し処理 

新システムに入力されている対象者のデータ、事業者のデータをすべて削除します。 

すでに新システムに入力を始めている場合は、以下の作業をしないでください。 

 

(16) 対象データ削除（新データ）※やり直し処理」を押します。 

    

 

(17) 削除確認のメッセージが表示されるので、「はい」を押します。 

    

 

(18) データ削除処理が完了すると、以下のメッセージが表示されます。 
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●移行項目一覧 

旧システムの情報 新システムの情報 

 受給者番号 9900000001～連番 

受給者－郵便番号 受給者－郵便番号 

受給者－住所 受給者－住所 

受給者－方書 受給者－方書 

受給者－カナ氏名 受給者－カナ氏名 

受給者－カナ氏名オーバーフラグ 受給者－カナ氏名オーバーフラグ 

受給者－漢字氏名 受給者－漢字氏名 

受給者－漢字氏名オーバーフラグ 受給者－漢字氏名オーバーフラグ 

受給者－生年月日 受給者－生年月日 

受給者－性別 受給者－性別 

児童－カナ氏名 児童－カナ氏名 

児童－カナ氏名オーバーフラグ 児童－カナ氏名オーバーフラグ 

児童－漢字氏名 児童－漢字氏名 

児童－漢字氏名オーバーフラグ 児童－漢字氏名オーバーフラグ 

児童－生年月日 児童－生年月日 

児童－性別 児童－性別 

受給者－金融機関コード 金融機関コード 

受給者－金融機関支店コード 金融機関支店コード 

受給者－口座種別 口座種別 

受給者－口座番号 口座番号 

受給者－口座名義人（カナ） 口座名義人（カナ） 

受給者－口座異動日 口座異動日 

 事業者番号 9900000001～連番 

事業者名 事業者名 

事業所名 事業所名 

代表者名 代表者名 

代表者職 代表者職 

郵便番号 郵便番号 

住所 住所 

方書 方書 

電話番号 電話番号 

ＦＡＸ番号 ＦＡＸ番号 

級地割合 級地割合 

公立番号 公立番号 

地域区分 地域区分 

事業所－代表者名 事業所－代表者名 

事業所－代表者職 事業所－代表者職 

事業所－郵便番号 事業所－郵便番号 

事業所－住所 事業所－住所 

事業所－方書 事業所－方書 

事業所－電話番号 事業所－電話番号 

事業所－ＦＡＸ番号 事業所－ＦＡＸ番号 

請求者名 請求者名 

請求者－代表者名 請求者－代表者名 

請求者－代表者職 請求者－代表者職 

請求者－郵便番号 請求者－郵便番号 

請求者－住所 請求者－住所 

請求者－方書 請求者－方書 

請求者－電話番号 請求者－電話番号 

請求者－ＦＡＸ番号 請求者－ＦＡＸ番号 

最下段情報出力判定 最下段情報出力判定 
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２ データ移行後の修正処理 

■移行後の事業者番号の修正 

(1) メニュー画面から、パスワードに「1111」と入力し、「９３ 事業者情報管理」を

押します。 

   

 

(2) 下記の画面が開きます。修正する事業者情報について、事業者情報移行結果の一覧

（８ページ参照）で自動配番された番号を確認し、その番号を「主たる事業所番号」

に入力し、「検索」ボタンを押します。 
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(3) 移行された情報が、以下のとおり表示されます。 

 
 

(4) 「主たる事業所番号」を実際の事業者番号に修正し、「修正」ボタンを押します。 

ここでは番号のみ修正して、他のサービス等入力はしないでください。（ここで

入力したものはすべて自動消去されます。） 

 

（例）自動配番された「9900000009」を実際の番号である「2310000001」に修正する。 
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(5) 以下のメッセージが表示されますので、「はい」を押下します。 

 

 

(6) 以下のメッセージが表示されるので、これで実際の事業者番号の情報が作成されま

した。（ここまででは、自動配番の事業者情報は別に残ったままとなっています。） 

 

 

(7) (2)と同様に登録した事業者番号を入力・検索して正しく登録されているか確認を

してください。(以降、サービス内容の編集等は事業者システム操作説明書を参照

してください。) 

 

(8) 最後に、自動配番の事業者情報の登録を削除します。 

(2)のように、再度、自動配番の事業者情報を検索し、「削除」ボタンで削除してく

ださい。 
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■移行後の受給者番号の修正 

(9) メニュー画面から、パスワードに「1111」と入力し、「０１ 対象者管理」を押し

ます。 

   

 

(10) 以下の画面が開きます。８ページで作成した対象者情報の移行結果で、自動配番

された受給者番号を確認し、「受給者番号」欄に入力して「索引」ボタンを押します。 
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(11) 検索結果（移行されたデータ）が表示されます。 

   

 

(12) 「受給者番号」を実際の受給者番号に修正入力して、「修正」ボタンを押します。 
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(13) 以下のメッセージが表示されますので、「はい」を押します。 

 

 

 

(14) さらに、以下のメッセージが表示されますので、「はい」を押します。 

   

 

(15) さらに、以下のメッセージで、実際の受給者番号の情報の作成が完了となります。 

（自動配番の受給者情報は残ったままとなっています。） 

   

 

(16) (10)と同様に、実際の受給者番号で検索し、正しく登録されているか確認します。 

 

(17) 最後に、自動配番された受給者番号の情報を再度検索し「削除」ボタンを押して

削除します。 

 

 

以上で、受給者番号等の修正処理も含めた旧システムからのデータ移行処理は完了です。 

 

その他のサービス内容の入力方法等については、別途、事業者システムの操作説明書を

参照してください。 

 
 
 

（名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課） 
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